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理 由 

尖閣諸島並びに周辺海域に関する取組を体系的に推進し、その適正な管理及び持

続的な発展に寄与することを目的として、尖閣諸島並びに周辺海域の保全及び利活

用に関する条例を制定するため。 



尖閣諸島並びに周辺海域の保全及び利活用に関する条例 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 環境保全（第３条・第４条） 

 第３章 利活用及び地域振興（第５条―第９条） 

 第４章 安全確保（第 10条・第 11条） 

 第５章 啓発と市民理解の促進（第 12条・第 13条） 

 第６章 国への要請（第 14条） 

 第７章 雑則（第 15条） 

 附則 

 尖閣諸島は、石垣市字登野城尖閣に属する島しょ群であり、その自然環境、周辺海

域の資源及び地域としての価値は、石垣市にとって未来永劫にわたり重要な財産であ

る。 

 石垣市は、自らの行政区域である尖閣諸島に対して、環境保全、安全確保、適切な

利活用及び国際社会への正しい情報発信を図るとともに、地域社会の持続的な発展と

国際平和の維持に寄与することが、地方自治体として果たすべき役割である。 

 このため、尖閣諸島並びに周辺海域に関する取組を体系的に推進し、その適正な管

理及び持続的な発展に寄与することを目的として、尖閣諸島並びに周辺海域の保全及

び利活用に関する条例を制定する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、石垣市の行政区域である尖閣諸島及び周辺海域について、環境

の保全、資源の適正な利活用、安全対策、市民理解の増進等を図り、もって石垣市

の行政区域としての持続的な管理及び発展に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 尖閣諸島 魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島、沖の北岩、沖の南岩、

飛瀬、その他これらに付随する島しょ及び岩礁をいう。 

(2) 市 石垣市をいう。 

   第２章 環境保全 

 （環境調査の実施） 

第３条 市は、尖閣諸島及び周辺海域における自然環境の状況を的確に把握するため、

必要に応じて環境調査、海洋調査、動植物の生態調査等を国その他の関係機関と連

携して行うよう努める。 

 （環境保全計画の策定） 



第４条 市は、尖閣諸島の自然環境を将来にわたり保全するため、尖閣諸島環境保全

計画を策定するよう努める。 

   第３章 利活用及び地域振興 

 （漁業の振興） 

第５条 市は、周辺海域における漁業者の安全確保及び持続的な漁業振興を図るため、

国及び県に対し、必要な施策の実施を求めるとともに、情報共有及び連携強化に努

める。 

 （安全な航行の支援） 

第６条 市は、尖閣諸島周辺を航行する漁船等の安全を確保するため、漁業者等が海

象、気象その他の航行に関する情報収集等ができる体制や仕組みづくりに向けた支

援に努める。 

 （地域資源としての利活用の推進） 

第７条 市は、尖閣諸島及び周辺海域が有する自然、景観、歴史、文化等の地域資源

としての価値を踏まえ、観光、教育、学術研究その他の地域振興につながる利活用

を図るための方策を積極的に検討し、その推進に努める。 

２ 市は、前項の利活用の実現に向け、国及び県と協議し、必要な措置を求めるもの

とする。 

３ 市は、利活用の検討を行うに際し、自然環境の適切な保全及び安全確保を前提と

し、エコツーリズム、環境学習、自然観察、上陸を伴う活動等、地域振興に資する

具体的な手法の調査研究を行うものとする。 

 （利活用計画の策定） 

第８条 市は、前条の利活用の推進に向け、尖閣諸島利活用基本計画（以下「基本計

画」という。）を策定することができる。 

２ 基本計画には、利活用の目的、安全対策、段階的実施方針、市民理解の促進、そ

の他利活用の推進に必要な事項を定めるものとする。 

 （調査研究成果等の共有） 

第９条 市は、利活用に関する調査研究等の成果を市民に提供し、地域資源としての

理解及び関心の促進に努める。 

   第４章 安全確保 

 （異常事態の情報共有） 

第 10条 市は、尖閣諸島周辺海域における海難、環境汚染その他の異常事態に関し、

国、県及び関係機関との連携強化に努め、市民への迅速な情報提供に努める。 

 （災害時対応） 

第 11条 市は、尖閣諸島及び周辺海域における地震、気象災害、海難事故等に備え、

国、県及び関係機関と連携した危機管理体制の整備に努める。 

   第５章 啓発と市民理解の促進 

 （教育及び啓発） 

第 12 条 市は、尖閣諸島に関する歴史的経緯及び地域としての重要性について、市



民の理解を深めるため、学校教育、社会教育、広報活動等を通じて啓発を行う。 

 （資料整備） 

第 13 条 市は、尖閣諸島に関する資料、文献、調査報告等を収集及び整理し、公開

することに努める。 

   第６章 国への要請 

 （国への施策推進の要請） 

第 14条 市は、国に対し、当該地域における安全確保、環境保全、漁業振興、利活用

推進、施設整備等に必要な施策の実施を求めるものとする。 

   第７章 雑則 

 （条例の見直し） 

第 15条 市は、この条例の施行状況を勘案し、必要に応じて見直しを行う。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


